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本会議では、平成２２年５月から、チーム医療を推進するための方策

や看護師業務のあり方について１０回にわたり議論を重ねてきた。看護

師業務のあり方については、チーム医療推進のための看護業務検討ワー

キンググループにおける１７回にわたる議論を踏まえて、前回会議で「看

護師特定能力認証制度骨子（案）」が提示されたところである。 

現在、政府・与党では、「社会保障・税一体改革成案」の具体策につい

て取りまとめを行っており、看護師の業務のあり方を含むチーム医療に

ついても医療提供体制の重要な要素として議論がなされている。 

そこで、チーム医療推進のための議論を行ってきた本会議として、「看

護師特定能力認証制度骨子（案）」について現時点での意見を次のように

整理した。 

 

○ 看護師の業務については、 

・ 看護師が現在行っている医行為の中には、診療の補助に含まれるか

否か明確でない、高度な知識・判断が必要とされるものが相当の範囲

で存在すること 

・ これらの医行為を看護師が実施するためには、医療安全の観点から、

教育を付加することが必要であること 

で意見が一致した。 

 

○ また、高度な知識・判断が必要とされる医行為（特定行為）を明確化

し、それらを実施する看護師の条件（教育や安全管理体制）を法制化す

ることについては、 

・ 特定行為が診療の補助として看護師も実施可能であることを明確に

するためには、法律に規定する必要がある。特定行為を法律に位置付

けた場合、それらを実施できる人や条件も法律により規定する必要が

ある 

・ 医師等が常駐しない特別養護老人ホームや在宅領域において、患者

のニーズを満たすためには厚生労働大臣の認証が必要である 

・ 診療の補助の明確化と国に担保された教育が行われれば、一般的に



は医療機関ごとの研修の負担も軽減し、現場の医師の責任は軽くなる

というメリットがある 

との法制化に賛成の意見があった一方で、 

・ 特定行為を法令で規定することで、「一般の看護師が行う業務では

ない」と誤認され、現在行われている行為が事実上実施されなくなる

等、現場に混乱をもたらすおそれがある 

・ 医師と看護師との責任関係があいまいになる懸念がある 

・ 厚生労働大臣による認証を行うのであれば、特定看護師（仮称）養

成調査試行事業及びチーム医療実証事業（特定看護師（仮称）業務試

行事業）の結果について検証すること等を通して、慎重な議論を行っ

てからにすべきである 

・ 特定行為の検討は、他職種の業務範囲への影響を配慮して行うべき

である 

との法制化に対し慎重な意見があった。 

 

○ 一部の委員からは、例えば、学会が看護師の能力を認定する仕組み

や、ガイドラインを設定することであればよいが、厚生労働省が能力

認証を行うことには反対との意見があった。 
 
○ これらの議論を踏まえ、看護師特定能力認証制度について、今後、

政府において法制化を見据え議論を行う際には、以下の点について十

分配慮することが必要であり、本会議での意見を尊重されたい。 
 
・ 特定行為やカリキュラムの具体的な内容等、制度の詳細については、

特定看護師（仮称）養成調査試行事業及び特定看護師（仮称）業務試

行事業の実施状況、専門看護師や認定看護師との関係等を踏まえ、引

き続き十分に検討する必要がある。その際、特定行為については、チ

ーム医療推進の観点から、医療関係職種の業務範囲との関連を踏まえ

つつ検討を進める必要がある。 
 
・ 今後、薬剤師等の看護師以外の医療関係職種の業務のあり方につい

ても検討を進め、関係者の意見の集約を図ることとする。 
 
 


